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○愛知淑徳大学健康医療科学部所属学科・専攻  

変更規程  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 愛 知 淑 徳 大 学 学 則 第 ２ ７ 条 第 ２ 項 お よ び 愛 知 淑 徳 大 学 健 康 医 療

科 学 部 規 程 第 ９ 条第２ 項 の 規 定 に も とづき 、 健 康 医 療 科 学部に お け る 所 属 学 科・専

攻 の 変 更 （ 以 下 、「 転学 科 ・ 転 専 攻 」 という 。） に つ い て 必要 な事 項 を 定 め る 。  

（ 在 学 の 原 則 ）  

第 ２ 条  学 生 は 、 在学 期 間 を 通 じ て 同一の 学 科 ・ 専 攻 に 属する こ と を 原 則 と する。 た

だ し 、 学 長 の 許 可があ っ た 場 合 、 １ 回に限 り 転 学 科 ・ 転 専攻す る こ と が で き る。  

（ 志 願 ）  

第 ３ 条  転 学 科 ・ 転専 攻 を 志 願 す る 学生（ 以 下 、「 志 願 者」 とい う 。） は 、 学 部長 の定

め る 期 間 内 に 、 所属学 科 ・ 専 攻 変 更 願書に 必 要 な 書 類 を 添え、 所 属 す る 学 科 ・専攻

の 主 任 を 経 て 学 部長に 提 出 し な け れ ばなら な い 。た だ し 、医療貢 献 学 科 、ス ポ ーツ ・

健 康 医 科 学 科 救 急救命 学 専 攻 お よ び 健康栄 養 学 科 へ の 志 願は、 二 年 次 へ の 志 願に限

る 。  

（ 審 査 選 考 ）  

第 ４ 条  学 部 長 は 、所 属 学 科 ・ 専 攻 変更願 書 を 受 理 し た ときは 、 転 学 科 ・ 転 専攻志 願

先 の 学 科 ・ 専 攻 に次の 事 項 に つ い て の審査 お よ び 調 査 を 行わせ 、 そ の 結 果 の 報告を

求 め る も の と す る。  

（ １ ）  転 学 科・ 転専 攻 に よ る 学 生 の受け 入 れ に 伴 う 当 該学科 ・ 専 攻 の 教 育計 画へ

の 支 障 の 有 無  

（ ２ ）  当 該 志 願者の 転 学 科 ・ 転 専 攻に関 す る 適 性  

（ ３ ）  当 該 志 願者の 転 学 科 ・ 転 専 攻を認 め る 場 合 の 転 学科・ 転 専 攻 後 の 学 科・専

攻 （ 以 下 、「 新 所属 学科 ・ 専 攻 」 と い う。）に 在 学 す べ き 年 数  

（ ４ ）  当 該 志 願者の 転 学 科 ・ 転 専 攻を認 め る 場 合 の 既 修得単 位 の 取 り 扱 い  

（ 上 申 ）  

第 ５ 条  学 部 長 は 、前 条 の 報 告 に も とづき 当 該 志 願 者 の 転学科 ・ 転 専 攻 の 可 否につ い

て 教 授 会 に お い て審議 し 、 そ の 結 果 を学長 に 上 申 す る 。  

２  転 学 科 ・ 転 専攻を 許 可 さ れ な か った学 生 は 、 引 き 続 き従前 の 学 科 ・ 専 攻 に所属 す
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る 。  

（ 辞 退 の 禁 止 ）  

第 ６ 条  転 学 科 ・ 転専 攻 を 許 可 さ れ た学生 は 、 転 学 科 ・転 専攻 を 辞 退 す る こ とがで き

な い 。  

（ 修 業 年 限 等 ）  

第 ７ 条  転 学 科 ・ 転専 攻 し た 学 生 の 修業年 数 は 、 転 学 科 ・転専 攻 前 に 所 属 し た学科 ・

専 攻 （ 以 下 、「 前 所属学 科 ・ 専 攻 」 と いう 。） に お け る 在 学 年数に 新 所 属 学 科 ・ 専攻

に お い て 在 学 す べき年 数 を 加 え た 年 数とす る 。 た だ し 、 入学時 か ら 通 算 し て ８年を

超 え て 在 学 す る ことは で き な い 。  

（ 単 位 の 取 り 扱 い）  

第 ８ 条  転 学 科 ・ 転専 攻 し た 学 生 の 、既修 得 の 専 門 教 育 科目、 全 学 共 通 履 修 科目、 学

部 認 定 科 目 等 の うち、 転 学 科 ・ 転 専 攻の選 考 に 際 し て 新 所属学 科 ・ 専 攻 の 単 位とし

て 認 め ら れ た 単 位は、 個 別 認 定 も し くは区 分 変 更 認 定 等 とする 。  

（ 学 納 金 ）  

第 ９ 条  転 学 科 ・ 転専 攻 し た 学 生 は 、新所 属 学 科 ・ 専 攻 に係る 学 納 金 を 納 入 しなけ れ

ば な ら な い 。  

（ 改 廃 ）  

第 １ ０ 条  こ の 規 程の 改 廃 は 、 健 康医 療科 学 部 教 授 会 の 議を経 て 、 学 部 長 の上 申に よ

り 学 長 が 行 う 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２２ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２７ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２９ 年 ９ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和３年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

 


